
 報告第３号 

 

専決処分の報告（車両事故による対物損害賠償）について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので同条第２項の規定により報告します。 

 

 

令和５年２月２日提出 

読谷村長 石 嶺 傳 實 



事故報告書 

発生日時 令和４年 12月９日(金曜日)13時 20分頃 

発生場所 読谷村字瀬名波２番地１付近 

状況  令和４年 12月９日（金）13時 20分頃、給食配送車

３号車（三菱ふそうキャンター）にて給食回収のために

渡慶次小学校へ向かう際に渡慶次小学校配膳室付近の交

差点に差しかかったところ、交差点付近に駐車している

車両があった。駐車車両を避けながら小学校配膳室に進

入しようとしたところ、駐車車両を避けることに集中し

ていたため、隣接するアパートバルコニーの張り出しに

気が付かず、給食配送車のバン部分が２階バルコニーと

接触し、バルコニーの一部を損傷させた。当該事故によ

る損害は、アパート２階バルコニーの一部損傷のみであ

り、人身被害はなかった。 

 

 

 

 



損害賠償に関する承諾書

(受付番号 )202247釧 26

当事者 甲

所 有 者 ___立 廼 二 __」 雖

(免責 証 書 ) [物 損事故専用]

∠勢券Q弊 年た″月2g日 ※
ご
捺

当事者

住 所

運 転 者 様   氏名/名 称

被害者との関係

下記事故により私、乙が被った物的損害に関する一切の賠償金として、当事者 甲ならびに甲 運転者より、

下記金額を受領した後は、それ以外の請求を放葉するとともに、相互に何ら権利・義務関係が無いことを確認し、

甲ならびに甲 運転者に対し今後裁判上または裁判外において一切異議の申立て、請求を行わないことを誓約

します。

(損害の内訳)              (そ の他)

1.損 害賠償総額 .,   75,000 円 ュ修繕費 75,000 円

内乙の受領金額 75 000 円

内乙の既受領額

願
い
い
た
し
ま
す
。

0 円

2.事故の内容

3.支 払方法  なお、当事者乙が受領する上記全員は下記の口座へ振込むものとする。

〒 90牛0323(住市 沖縄県中頭郡読谷村宇高志保12253

(氏名/名称)喜友名 勝

園 圃

支
払
先

支
払
先

¥75,000

一Ｔ (住所)

(氏名/名 称) a

店番号

圃 圃 囲

円

3 円

4 円

5

6

円

円

|

7 円

事故発生日時 2022年 12月 9日 13Π寺20歩)

沖縄県中頭郡読谷村字瀬名波卜2喜友名第2コーポ先路上事故発生場所

当事者 甲

沖縄100そ 1871読谷村
(または車台番号)

住所

氏名 |

当事者 乙
罠再

~

アパート外壁
(または車台番号)

住所

支払額店番教 口座名義 (漢字カタカカ

中
口座番号

|
千口座番号

囲 画 |

口座名義 (漢宇カタカナ) 払 額

一Ｔ (住所)

(氏名/名称)

支
払
先 図

画

店番号 |

国 囲
口座番号

|

|匝翌ヨt出張】

口座名義 (漢宇カタカナ)

a

額

yomitan
長方形

yomitan
長方形
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